
議案第 74号  

 

 

   ふるさと西脇「日本のへそ」寄附金受入れ条例の一部を  

   改正する条例の制定について  

 

 

 ふるさと西脇「日本のへそ」寄附金受入れ条例の一部を改正する条

例を次のように定める。  

 

 

  令和５年 12月１日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 企業版ふるさと納税に係る寄附金の基金を造成するとともに、ふる

さと西脇「日本のへそ」基金に積み立てる寄附金の取扱いを変更する

ため。  

 

 

 



 
 

 
ふ

る
さ

と
西

脇
「

日
本

の
へ

そ
」

寄
附

金
受

入
れ

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
ふ

る
さ

と
西

脇
「

日
本

の
へ

そ
」

寄
附

金
受

入
れ

条
例

（
平

成
2
0
年

西
脇

市
条

例
第

1
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。
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 （
寄
附
金
の
使
途
指
定
）
 

第
２
条
 
寄
附
者
は
、
自
ら
の
寄
附
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
対
象

事
業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   
⑴
 
地
域
再
生
法
（
平
成
17
年
法
律
第
24
号
）
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生

計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
同
法
第
５
条
第
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
寄
附
活
用
事
業
と
し
て
実
施
す
る
も
の
 

 
⑵
 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
別
に
定
め
る
事
業
（
以
下
「
指
定
事
業
」
と
い

う
。
）
 

２
 
寄
附
者
が
寄
附
金
の
使
途
を
指
定
事
業
の
う
ち
か
ら
指
定
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
市
長
が

指
定
事
業
の
う
ち
か
ら
そ
の
使
途
を
決
定
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
使
途
の
決
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
寄
附
者
に
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
基
金
の
積
立
て
）
 

第
５
条
 
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
寄
附
さ
れ
た
寄
附
金
（
寄

附
者
へ
の
特
典
の
附
与
等
に
要
し
た
経
費
及
び
寄
附
金
を
収
納
し
た
日
が
属
す
る
年
度
と
同

一
の
年
度
内
に
行
う
対
象
事
業
の
財
源
に
充
て
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
及
び
基
金
か
ら
生

ず
る
収
入
額
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
対
象
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
を
明
ら
か
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
基
金
の
処
分
）
 

第
９
条
 
基
金
は
、
対
象
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
寄
附
金
の
使
途
指
定
）
 

第
２
条
 
寄
附
者
は
、
自
ら
の
寄
附
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
市
長
が
別
に
定
め
る
事
業
（
以
下

「
指
定
事
業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

使
途
の
指
定
が
な
い
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
市
長
が
指
定
事
業
の
う
ち
か
ら
そ
の
使
途
を
決

定
す
る
。
 

 
（
新
設
）
 

   
（
新
設
）
 

 （
新
設
）
 

 ２
 
市
長
は
、
前
項
後
段
の
使
途
の
決
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
寄
附
者
に
そ
の
内
容
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
基
金
の
積
立
て
）
 

第
５
条
 
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
寄
附
さ
れ
た
寄
附
金
の
額

及
び
基
金
か
ら
生
ず
る
収
入
額
と
す
る
。
 

  （
新
設
）
 

 
（
基
金
の
処
分
）
 

第
９
条
 
基
金
は
、
指
定
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
２

条
の

改
正

規
定

及
び

第
５

条
に

１
項

を
加

え
る

改
正

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 


